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 Ｈ３１年度決算 と 基金残高の推移  

                          

【１】Ｈ31年度決算状況について   

●Ｈ31決算状況につき、繰越金（計 41,066千円）等の財源により、税収補てんが行われ、30,000

千円ほどのプラス。さらに、基金へ 15,000千円を積立て 

●Ｈ31年度では「前期精算」はないが、当剰余金 33,582千円をＲ２精算 26,971 千円の財源と

する（残りは 6,000千円ほど） 
 

 

 

 

【２】Ｒ２決算不足（見込み）について   

以下、①と②から、「25,000 千円」ほどの決算不足が生ずるものと推定（基金繰入:当初 63,474） 
 
①Ｒ２決算見込み  

 ●Ｒ２年度の７月当初賦課時点での「決算見込み」から、決算不足分として 24,908が必要。 

また、繰越金 33,582は前期精算 26,971の財源へ（剰余金 6,000？） 
 

 

 

 

②Ｒ２納付金  

●道が算定した「納付金」からみてみると、増加額から前期精算分をのぞくと、20,382 が純

増分となる（Ｈ30、31の納付金が低く算出されている予想…） 

  ●納付金は、今までの税収で「ほぼ過不足無」と考えられ、今後 20,382が増分として想定 

 

 

 

 

 

【３】基金残高の推移と今後の課題  
  

＜基金残高について＞ 

①広域化の前後６年間をみると、「約１億円」の抑制財源を確保してきた 

②今後、「前期精算分 27,000」と「税不足分 25,000」から、年間約５千万円の財源が必要 

③Ｒ３予算は、基金残高「約６千万円」が見込まれ、編成可能か…（Ｒ２補正で繰入金を減） 

④Ｒ４予算は、基金残高がわずかとなり、編成不可能…（Ｒ２の決算剰余金によるが…厳しい） 
 

＜今後の展開＞ 

⑤そこで…、Ｒ４予算で「税収増」の税率改正を実施。▲25,000 ⇒ ＋20,000 と転じたいが… 

⑥45,000増収とする税率改正でも、Ｒ５予算が組めるかどうか…、まだ増額が必要？数年間で？ 

⑦コロナ禍や王子ＨＤ移転が、Ｒ３以降の国保運営にどれほど影響するか… 
 

＜今後の課題（保険料率の統一化）＞ 

⑦「統一保険料率」に向け、まずはＲ８まで「３方式化」、次にＲ１１まで「賦課割合の平準化」 

⑧できれば、前期精算が終了したＲ６～８にかけて「３方式化」を目指したい… 

 

（単位：千円） 
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【 国保税の抑制財源（基金＋剰余金）と今後の見込について 】 
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下:前期精算 
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Ｒ４年で、税率改正（増収）した場合… 

45,000 増（▲25,000 ⇒ ＋20,000） 

改正後、Ｒ５で赤字決算が見込まれ、Ｒ６から徐々に

上向きか？（＋20,000がどこまで続くか…） 
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【４】税率改正時の議会・運協スケジュール  
  

＜「当初」予算で変更＞ 

 ・９月に運協、常任委を経て、３定に税率改正案を提案。 

 ・４定で税率改正の承認後、翌１定で予算案を議決 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「補正」予算で変更（士別市の例）＞ 

 ・当初予算案は、通例どおりの日程で議決 

 ・４月に、最新情報と決算見込みから、税率改正案を作成 

 ・５月ＧＷ明けに運協、議員協議会？を経て、２定で補正予算案を議決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

 上中旬： 運営協議会へ諮問・答申 

 中 旬： 常任委員会へ報告 

 下 旬： ３定：税率改正案を提案（付託？） 

12 月 

 ４定：税率改正案を承認 

(Ｒ３)３月 

 １定：予算案議決 

 

(Ｒ３)３月 

 １定：当初予算案議決 

４月 

 【税率試算】①Ｒ３税収見込み（所得・資産の最新情報から） 

 ②基金状況（Ｒ２決算見込から） 

５月 

 中下旬： 運営協議会へ諮問・答申 

    ： 議員協議会へ補正予算案（税率改正）を説明 

６月 

 ２定：補正予算案（税率改正）を議決 

 

 

 

 


